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国勢調査の産業３部門別就業者数によると、本市域での1970（昭和45）年の第１次産業の割合

は31.0％で、1万6,989人が従事していたが、2020（令和２）年では6.9％になり、従事者は約５

分の１の3,413人となっている。新市誕生直後の2005（平成17）年の9.2％、4,956人と比べて

も、従事者は31％以上減少している。

第２次産業の割合は、1970（昭和45）年の33.2％から2020（令和２）年の32.5％とほとんど変

わっていない。しかし、その推移をみると1970（昭和45）年から第２次産業の割合は伸び続け

て、1990（平成２）年には41.2％となった後は減少に転じ、その傾向が続いている。従事者も

1990（平成２）年の２万2,841人から、2020（令和２）年の１万6,006人まで30％近く減少した。

新市誕生後でも従業者は2005（平成17）年の１万8,805人から15年で15％近く減少している。

第３次産業は1970（昭和45）年の35.8％から2020（令和２）年は59.6％になり、従業者も１万

9,603人から２万9,358人と50％近く伸びている。2005（平成17）年は55.2％、２万9,676人で人

口減にも関わらず、従業者数はほとんど変わっていない。

産業３部門別割合の1970（昭和45）年の全国平均は第１次産業19.3％、第２次産業34.0％、第

３次産業46.6％、2020（令和２）年の全国平均は第１次産業3.3％、第２次産業23.4％、第３次

産業73.4％である。

産業３部門別15歳以上就業者数の割合の推移は図表８-１-１の、同じく就業者数の推移は図表

８-１-２のとおりである。

図表８-１-１　産業3部門別15歳以上就業者割合の推移
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図表８-１-２　産業3部門別15歳以上就業者数の推移

農業と工業をはじめ、各産業がバランス良く発展しているのが本市の特徴である。

農業では、合併により四国一の経営耕地面積を持つこととなり、このポテンシャルを活かしな

がら米作を主体に麦、大豆、野菜、果樹、花き、畜産などの複合経営が盛んに行われている。一

方、担い手不足や耕作放棄地の拡大などが深刻化する中、消費者のニーズに合わせた農産物を安

定供給するしくみづくり、第２次産業、第３次産業などとの連携強化などが求められている。

林業については伐期を迎えた人工林が９割近くを占めており、計画的な主伐施業を導入して齢

級＊１の構成を均一化することや、木材の流通改革や利用促進を進め林業の成長産業化を図るこ

とが喫緊の課題となっている。

漁業については合併により、燧灘の沿岸域と県内最大の干潟域を有することとなった。この豊

かな漁場を活用して、漁業後継者を育成し、加工・販売活動、高付加価値化による水産物のブラ

ンド化などを推進し、水産業を活性化させることが課題である。

鉱工業については製造業を中心に、鉄鋼、金属などの企業が立地する四国屈指の工業集積地が

広がり、四国有数の生産力を誇っている。しかし、この20年で事業所数や就業者数は減少してお

り、企業誘致や新規事業創出、雇用促進などを進めていく必要がある。

商業はロードサイドを中心に大型店が競合し、総販売額や売り場面積が増加する中、従来の商

店街が伸び悩み、中小の店舗が減少する傾向にある。中心市街地の空洞化を防ぐためには、市で

は商店街関係団体やイベントの支援など、地域商店街の活性化に取り組んでいく必要がある。
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観光については合併によって石鎚山や瀬戸内海など、魅力的な観光資源を一体的に抱えるよう

になった。これらを活用して広域観光や体験型観光、産業観光など、市では様々な観光振興策に

取り組んでいく必要がある。

（総合６次産業都市の推進に関しては、３編１章４節で記述）。
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１　国の農業政策の流れ

国は2004（平成16）年度に、全国一律の転作推進を転換し、地域の実情に応じ創意工夫による

生産調整を促すため、産地づくり交付金の制度を創設した。2005（平成17）年度には、長年推進

してきた米の生産調整を転換した「食料・農業・農村基本計画」を策定した。

2010（平成22）年度には、産地づくり交付金が主食用米の生産に対する直接支払と、麦・大

豆・米粉用米・飼料用米などへの転作に対する直接支払（水田利活用自給率向上事業）からなる

農業者戸別所得補償制度として生まれ変わった。米の直接支払交付金は2017（平成29）年度末で

廃止されたが、水田利活用自給力向上事業は、水田活用の直接支払交付金として継続している。

2013（平成25）年度に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を策定し、農業・農村全体の所

得を今後10年間で倍増させることを目指した施策を充実させるとともに、2014（平成26）年度に

は、農地中間管理事業を創設し、農地の集約、農家の規模拡大を図ることとした。

2021（令和３）年度には、新たな経営所得安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保

全向上対策の導入など、将来を見据えた農業政策をスタートさせた。さらに、みどりの食料シス

テム戦略及びみどりの食料システム法の創設、農業経営基盤強化促進法の改正などにより、生

産・消費の変化などに対応できる対策を強化してきた。

2024（令和６）年度には、「食料・農業・農村基本法改正法」が成立し、「食料安全保障の抜

本的な強化」「環境と調和のとれた産業への転換」「人口減少下における農業生産の維持・発展

と農村の地域コミュニティの維持」の実現を目指し、基本理念の見直しと、それに関連する基本

的施策等が定められ、2025（令和７）年度には、改正された「食料・農業・農村基本法」に基づ

く新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定した。

こうした国の動きの中、本市では、愛媛県や関係団体と連携しながら各種施策の推進に取り組

んできた。

２　本市の農業の現況

四国一の経営耕地面積を持つ本市では、瀬戸内の温暖な気候や石鎚山系・高縄山系の豊富な水

資源のもと、米作を主体に麦、大豆、野菜、果樹、花き、畜産などの複合経営が盛んに行われて

いる。

一方で、全国的な課題でもある農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加、農産物

価格の低迷などの問題があり、本市においても厳しい農業環境が続いている。

また、消費者が求める安全で良質な農産物を安定的に供給するしくみづくり、地場農産物の付

加価値化を目指した第２次産業、第３次産業などとの連携強化による取組も求められている。

本市では、県や地元ＪＡなどと連携しながら、国・県の補助事業の活用や市単独での補助事業

に取り組むなど、時代の情勢や状況に応じた事業を実施して施策の実現に取り組み、地域農業の

活性化を図っている。

第２章　農業

第１節　農業行政の経緯
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１　農業経営

本市の総農家数は、2020（令和２）年現在3,172戸で、合併直後の2005（平成17）年の5,322戸

と比べて、2,150戸、40.4％もの大幅な減少となった。特に販売農家の減少が著しく、2005（平

成17）年に比べてほぼ半減している。

また、経営耕地面積についても、2020（令和２）年に4,047haで、2005（平成17）年の4,872ha

と比べて、825ha、16.9％の減少となっているが、農家数に比べると減少幅は小さく、農地の集

約化が進んでいるといえる。総農家数の減少に歯止めをかけ、安定した経営を維持していくため

にも、担い手の確保と農業基盤の維持が喫緊の課題である。

本市の農家数等の推移は図表８-２-１のとおりである。

図表８-２-１　農家数、経営耕地面積の推移

２　生産状況

本市各地域ではそれぞれの特性を活かし、水稲、はだか麦をはじめ、多種多品目の野菜や果樹、

特産品が作付面積、収穫量とも県内で上位を占め、大きな生産力を誇っている。その一方、高齢

化・過疎化による後継者不足や産地間競争の激化・価格破壊による市況の安値など厳しい経営環

境により、総じて生産量は減少傾向にあり、適応作物や高付加価値作物などの導入が求められる。

主要作目の作付・生産状況は図表８-２-２、農業産出額の推移は図表８-２-３のとおりである。

図表８-２-２　主要作物の作付・生産状況
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図表８-２-３　農業産出額の推移

１　米・麦・大豆

本市は様々な分野で農業振興策を進めてきており、米穀出荷対策事業として、合併前に各市町

で実施していた米の生産調整は、合併後も、2005（平成17）年度から水田農業構造改革対策、

2010（平成22）年度から農業者戸別所得補償制度、2013（平成25）年度から経営所得安定対策と

して取り組んでいる。

2007（平成19）年度には、米生産調整支援策の見直しに合わせて品目横断的経営安定対策に取

り組み、米に対する調整交付金に加え、飼料用米や麦、大豆などへの水田活用の直接支払交付金

を制度化した。

また、2013（平成25）年度に国において策定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に

より、2018（平成30）年産から生産数量目標の配分が廃止された。これにより主食用米への偏重

から、需要のある作物を振興し、意欲ある農業者が自らの経営判断で作物を選択できる政策へ転

換している。

本市では、国の動向に合わせて、合併時、各市町で組織していた水田農業推進協議会を2007

（平成19）年度に、２地区（西条、周桑）に再編した。2013（平成25）年度からは農業再生協議

会として機能強化を図りながら、ＪＡや農家が主体となって取り組む生産調整体制へ移行した。

2023（令和５）年度には、西条地区と周桑地区とで、高収益作物の導入や転作作物等の付加価値
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の向上等による収益力強化に向けた産地としての取組方針・目標、作物ごとの取組方針などを示

した「農業再生協議会水田収益力強化ビジョン」を策定するなど、需要見通しに立った生産への

シフトに対して支援を行っている。

また、国や県の補助事業の活用や市の単独事業により、農業機械をはじめとする生産基盤の整

備や栽培技術・品種の普及、需要拡大など、ハード・ソフト両面から支援を行い、米農家の経営

所得安定化を図ってきた。

合併以降、行ってきた米の生産調整の実施状況は、図表８-２-４のとおりである。

図表８-２-４　米の生産調整実施状況

２　人・農地プランと担い手育成

農業従事者の高齢化等により、担い手不足が深刻化する中、2012（平成24）年度から農業者が

話合いにより地域農業における中心経営体や地域における農業の将来方針などを明確化する

「人・農地プラン」が制度化された。これは人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」

として位置付けられるものである。

第８編　産業労働 第２章　農業

— ４８１ —



本市においても、2012（平成24）年度から2024（令和６）年度にかけて集落や地域での就農者

の話合いを受けて77プランを策定・公表し、同プランに基づいた施策を展開してきた。

これに合わせ、その経営体となる認定農業者や集落営農組織の育成が急務となり、本市では、

国や県の補助事業や市の単独事業を通じて各種支援を実施している。

国は、農地の集約化を加速化させるため、2023（令和５）年４月に農業経営基盤強化促進法を

改正し、これまでの「人・農地プラン」に新たに目標地図を加えた「地域計画」として法定化し

た。これを受けて、本市では、77プランの集落・地域をＪＡの旧支所単位である23地域に再編

し、2025（令和７）年３月24日に地域計画を策定し公表した。

人・農地プラン及び地域計画の策定状況とその取組状況、認定農業者数の推移は、図表８-２-

５、図表８-２-６のとおりである。

図表８-２-５　人・農地プラン及び地域計画の策定状況

図表８-２-６　認定農業者数の推移

３　新規就農者の確保・育成

担い手の確保・育成が最重要課題となる中、新規就農者の確保・育成対策として、国は2012

（平成24）年度から、新規就農者に対して一定期間給付を行い、所得を補償する「青年就農給付

金制度」（平成29年度からは「農業次世代人材投資事業資金制度」、令和４年度からは「経営発

展支援事業及び就農準備資金・経営開始資金制度」に改正）を開始した。
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本市においても、同制度を活用し、新規就農者確保事業として新規就農者の獲得に努めるとと

もに、国や県の補助事業や市の単独事業を通じてハード・ソフト両面にわたる各種支援を実施し

てきた。

制度開始以降の新規就農者の状況は、図表８-２-７のとおりである。

図表８-２-７　新規就農者数の推移

４　野菜・果樹などの振興

園芸作物については、イチゴ、キュウリ、アスパラガスなどの野菜や、柿、キウイフルーツな

どの果樹のほか、バラ、春の七草、絹かわなすといった特産品の産地機能の強化、ブランド化、

新品種の普及促進、販路開拓など、各種取組に対して国や県の補助事業の活用、市の単独事業に

よって支援等を実施し、振興を図っている。

また、2011（平成23）年に本市が日本経済団体連合会の未来都市モデルプロジェクトの実証地

域に指定を受けたことをきっかけとして、ＪＡ西条（当時）が中心となって加工用野菜（タマネ

ギ）の生産拡大に取り組んだこともあり、これに対する支援も行っている（農業革新都市未来都

市モデルについては、３編１章３節で詳述）。

５　直接支払制度

国は2000（平成12）年度に、中山間地域の農業者に直接交付金を支払う中山間地域等直接支払

制度を創設した。交付金を受けるためには、地域の集落などが農地を維持していくための協定を

作り、それに従って５年以上継続して農業生産活動などの作業を行っていることが条件となって

いる。本市では合併後も協定を締結した集落に対し、本制度を活用して支援を行っている。

また、2014（平成26）年度から、国は農地の維持や資源向上活動に対する多面的機能支払制

度、環境保全効果の高い営農活動に対する環境保全型農業直接支払制度を創設し、農業の多面的

機能を維持・発揮させるための地域活動や、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営

農活動に対する支援を拡充している。

本市においても、農村資源保全向上活動支援事業や環境保全型農業直接支援事業として、支払

制度を活用した支援を行っている。各支払制度の現在の実施状況は、図表８-２-８のとおりで

ある。
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資料：農水振興課、農林土木課（事務報告書・一）

*1 H19,H20は農地水農村環境向上活動支援事業、H21～H25は農村環境保全向上活動支援事業

*2 H23～H25は、農地・水保全管理事業

図表８-２-８　直接支払制度の実施状況

６　畜産振興

合併により、本市は養豚、養鶏を中心に、畜産における県内の主要産地となった。肉用牛や酪

農の産地形成も図られる一方、時代の変化とともに家畜排せつ物による環境問題や家畜伝染病の

防疫対策などが大きな課題となっている。

そのため国や県の補助事業を活用し、環境対策に配慮した施設整備を支援するとともに、市の

単独事業により家畜伝染病（鳥インフルエンザ）対策として消石灰の購入・配布を行うなど、対

象農家の支援を行っている。

７　その他

合併前から旧西条市において、雨よけハウス整備事業として実施していた独自の農業支援策を、

2008（平成20）年度に「頑張る農家支援事業」として再編し、集落営農の推進や担い手への農地

集積、遊休農地の解消、先駆的な農業技術の導入など支援メニューを広げ、本市の農業が抱える

課題解消に向けた総合的な支援を行っている。

８　合併後の主要事業

以上に見てきたように厳しい農業環境に対して、本市では国や県の動きに合わせた経営安定化

策や多様な担い手対策に取り組むとともに、農業の基盤整備、中山間地域対策や農業の多面的機

能の維持・発展を目指した様々な振興策を進めている。

合併以降、実施してきた主要な事業は、図表８-２-９のとおりである。
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図表８-２-９　主要な農業関係の事業
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１　整備状況

本市では、2007（平成19）年３月に「農村振興基本計画」を策定し、ソフト面の農業振興策の

強化に加え、生産基盤や営農支援体制の整備などハード面に対する方針を示した。国の新たな土

地改良長期計画に対応して、2017（平成29）年３月に同基本計画を見直し、農業・農村の振興策

を総合的、計画的に進めているところである。

具体的な生産基盤の整備事業は、図表８-２-10のとおりである。
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図表８-２-10　生産基盤の整備事業
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２　志河川ダム

志河川ダムは、農業用水期の変化や1994（平成６）年の大渇水を契機に国営道前道後平野土地

改良事業（２期事業）の根幹をなす施設として、2004（平成16）年度に本体工事に着手し、2010

（平成22）年度に完成した。

直接流域17.23㎢の志河川本流に取水堰を設け、有効貯水量96万㎥を確保した。中山川を横断

する水管橋を通り、両岸分水工（本市丹原町来見）に放出され、河北地区の新規灌がい用水や河

北地区を含めた道前平野地区（旧事業の受益地）の裏作用水に使用している。ダムの維持・管理

は道前平野土地改良区が行っている。

３　国営ほ場整備事業

本事業は、区画整理及び農業用用排水施設の整備を一体的に行い、農業生産性の高い基盤の形

成と、排水改良による湛水被害を解消することを目的として2016（平成28）年度に、四国で初め
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ての国営ほ場事業（国営緊急農地再編整備事業）として開始した。

受益面積は、道前平野地区の677haで、650haの区画整理、320haの農業用用排水を行うことと

しており、総事業費260億円で2029（令和11）年度までの14か年を予定している。この事業によ

り、担い手への利用集積が進み、耕作放棄地の発生が抑制されるなど、農業振興による総合的な

地域の活性化が期待されている。

農業関係団体については、合併時、旧市町の組織体制や枠組みを維持し運営する団体が大半

で、その後、時代の変化とともに統合や再編が行われている。本節では、合併後に動きのあった

団体を中心に説明する。

１　ＪＡ

合併時、本市内の農業協同組合（ＪＡ）は、信用・共済・購買・販売事業、農業倉庫事業、指

導事業等を行う西条市農業協同組合（ＪＡ西条）、周桑農業協同組合（ＪＡ周桑）及び園芸専門

農協として本市を含む広域の市町で青果物・農産物直販、バラの研修・直販、農産加工等を展開

する東予園芸農業協同組合（ＪＡ東予園芸）が存在していた。

合併後も３団体それぞれが活動を行っていたが、西条市農業協同組合は、将来を見据えた組織

の再構築を図るため新居浜市農業協同組合と合併し、2020（令和２）年11月から、えひめ未来農

業協同組合（ＪＡえひめ未来）として活動を行っている。

図表８-２-11　西条市内の農業協同組合
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地区面積

（ha）

２　土地改良区

合併時、本市においては地域ごとの土地改良区と、道前地域の広域的な土地改良事業を担う組

織として道前平野土地改良区の計42団体が存在していた。

合併後、統合に向けた調整が行われた結果、現在は20団体となり、その調整組織として西条市

土地改良協議会が存在している。

市内の土地改良区は図表８-２-12のとおりである。

図表８-２-12　西条市内の土地改良区

３　農業共済組合

農業保険法に基づき、農業災害補償制度を運営する農業団体として組織されている農業共済組

合は、合併時、本市においては新居宇摩農業共済組合と東予農業共済組合が存在していた。

合併後も、各々の組織で活動を続けていたが、国が推進する１県１組合の方針を受け、2015

（平成27）年４月に、県下の農業共済組合が統合されたことにより、現在は「愛媛県農業共済組

合」（ＮＯＳＡＩえひめ）として活動を行っている。2025（令和７）年４月には、西条支所と周

桑出張所が統合され、現在の西条支所が東予支所になっている。
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４　その他の農業関係団体

その他の農業関係団体としては、地域の中心経営体として、経営力強化を図る認定農業者等連

絡協議会、農村・農家の生活改善と農業改良を学習実践している生活研究協議会、青年農業者の

近代的な高能率経営の確立等を目指した青年農業者連絡協議会等が合併時に各市町で組織されて

いたが、合併後、統合が図られている。

１　風水害

台風や梅雨前線等の豪雨により、本市の農地・農業用施設が毎年のように何らかの被害を受け

ており、速やかにその復旧を図っている。

合併後、風水害による災害復旧事業の実施状況は、図表８-２-13のとおりである。

図表８-２-13　災害復旧の実施状況
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２　降ひょう

2006（平成18）年11月に、丹原地域を中心に降ひょうが発生し、収穫を控えた愛宕柿を中心に

大きな被害が生じた。県内の被害総額は８億円に達し、生産農家は大幅減収を強いられた。

また、翌2007（平成19）年４月にも、局地的な降ひょうにより梅への被害が発生するなど、こ

れまで例を見なかった異常気象による農作物への局地的被害が顕在化している。

本市では、これらの対応として県やＪＡなどと連携し、被害果実の摘果作業や加工用への転

用、給食などへの需要拡大などの側面的支援を行った。
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１　キウイフルーツかいよう病

キウイフルーツのかいよう病として、従来と比べて病原性が高い新系統（Ｐｓａ３系統）が

2008（平成20）年頃イタリアで初めて確認された。その後、ニュージーランドなど主要生産国で

発生し、問題化していた。キウイフルーツのかいよう病は、感染樹の果実を食べても人体への影

響はないが、葉の褐点、新梢枯死や樹体枯死を引き起こし、収量や品質など生産に多大な影響を

もたらす。

愛媛県は2014（平成26）年５月に、県内の主産地である本市において、キウイフルーツかいよ

う病（Ｐｓａ３系統）が国内で初めて確認されたことを発表した。その後、被害は県内で47園

地、685.6aに広がるとともに、感染は県外にも拡大した。また、翌年にも新たな発生が確認さ

れた。

被害の拡大により、ＪＡ周桑やＪＡ東予園芸などの生産者は大きな影響を受けることとなった

ことから、本市では、対策本部を設置するとともに、県や関係ＪＡと連携し、予防・防除、被害

樹の伐採・焼却、樹園地の再編整備などに向けて各種支援を実施した。

２　鳥インフルエンザ

2004（平成16）年１月に、国内で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが確認された。そ

れ以降、感染力が強いウイルスの影響により、国内各地で頻発するようになった。

採卵鶏飼養羽数が県内最多である本市では、各養鶏事業者が防疫対策に努めていたこともあ

り、長期間感染を防いできた。しかし、2021（令和３）年12月31日に県内初となる高病原性鳥イ

ンフルエンザの感染が確認された。

このため、本市では、防疫措置を行う県・家畜保健衛生所からの要請を受け、国や関係機関と

連携しながら関係農場で出荷停止と移動制限、感染鶏等の殺処分、消毒などの対応にあたった。

防疫措置を完了させた2022（令和４）年１月18日までに、殺処分した採卵鶏は約36万羽にも及

んだ。

2024（令和６）年12月10日及び同年12月19日に、再度、本市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフ

ルエンザの感染が確認され、防疫措置を完了させた同年12月26日までに、殺処分した採卵鶏は約

34万羽にも及んだ。
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１　国の林業政策の変遷

2001（平成13）年、林業基本法が全面改正されて森林・林業基本法となり、森林管理の目的と

して、「林業の発展」に加えて「森林の多面的機能の持続的発揮」が加わった。

2009（平成21）年には国の森林・林業再生プランが発表され、10年後に木材自給率50パーセン

トを達成するという目標が掲げられた。その具体化に向けて2011（平成23）年に森林法が改正さ

れ、森林経営計画制度が創設された。同計画は、森林所有者又は委託を受けた森林組合・林業事

業体が作成する５年間の育林・造林計画であり、一体的なまとまりのある森林を集約的に施業す

ることにより、持続可能な森林経営を目指すものである。

2019（平成31）年４月には、森林経営管理法の施行に伴って森林経営管理制度（新たな森林管

理システム）がスタートした。これは、適切な経営管理が行われていない森林について、市町村

が森林所有者の意向を確認した上で、経営管理の委託を受ける仕組みである。林業経営に適した

森林については、林業経営者が市町村から再委託を受けて経営管理を行い、適さない森林につい

ては市町村が管理を担うもので、本市でも2021（令和３）年度から、森林所有者の意向調査を開

始している。

また、森林経営管理制度の発足と同時に、森林環境譲与税の自治体への譲与が始まった。

こうした国の動きの中、本市では愛媛県や森林組合等関係団体と連携しながら各種施策の推進

に取り組んできた。

２　本市の森林・林業の現状と課題

合併により本市の森林面積は市域の約70％を占めることとなった。2024（令和６）年現在、本

市の森林面積は３万5,572ha、その内、森林整備計画の対象となる民有林は２万7,896ha、うち１

万9,534haが人工林（人工林率約70％）であり、その９割以上が伐期を迎えつつある林分となっ

ている。

木材需要の低迷や担い手の減少などから林業を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、これ

ら成熟期を迎えた森林の整備を更に推進し、従来の間伐施業に加えて計画的な主伐施業を導入す

るなど、齢級構成の平準化を進めることが重要である。また、木材の流通改革や木材の利用促進

を図ることで、林業の成長産業化と地域の活性化につなげることが喫緊の課題となっている。

併せて、森林は水源のかん養、自然環境の保全など公益的機能を持つ貴重な資源であり、その

管理、保全、整備が適正に行われる必要がある。
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図表８-３-１　西条市国有林・民有林図

３　森林整備計画

市町村の森林整備計画は、その区域内にある地域森林計画対象民有林において、５年ごとに10

年を１期として、森林施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針を

定めるものである。本市でも、2005（平成17）年度に最初の森林整備計画を策定して以来、５年

毎に見直しを行いながら、時代に応じた長期的な視点による施策を推進してきた。

2024（令和６）年度に変更した同計画では、期間を2025（令和７）年度から2034（令和16）年

度として、基本施策に、①森林整備の推進、②担い手の確保、③木材の利用促進を挙げ、伐採と

造林など森林整備の方針や森林の保護、森林の保健機能の増進などについて必要な事項を定めて

いる。

４　森林環境譲与税・森林環境税

森林は重要な公益的機能を持つ貴重な資源であるにもかかわらず、所有者や境界が分からない

森林の増加、担い手の不足などの課題を抱えている。国は2018（平成30）年度に成立した森林経

営管理法を踏まえて、森林の維持・整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を策定し、これを受けて「森林環境税」及び

「森林環境譲与税」が創設された。

まず、2019（令和元）年度に、私有林人工林の面積や、林業就業者数及び人口による客観的な

基準で案分して、市町村に譲与する森林環境譲与税が導入された。本市では、同年度に「西条市
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・実 施 校　市内1校

・参 加 者　児童34人

・講　  師　市内NPO法人

・実 施 校　市内6校

・参 加 者　児童190人

・講　  師　市内NPO法人

森林環境譲与税の活用に関する基本方針」を策定し、森林整備の推進や人材育成・担い手確保、

普及啓発及び木材利用の促進に充てるとともに、森林経営管理制度の適切な運用を図り、限られ

た財源で最大の効果が得られるように施策を充実させている。同年度には、森林整備基金を設置

して計画的な運用を行っている。

森林環境税は、2024（令和６）年度から個人住民税均等割と合わせて、１人年額1,000円を国

税として賦課徴収するもので、森林環境譲与税の経常的な財源としている。

森林環境譲与税を活用した事業実績は図表８-３-２のとおりである。

図表８-３-２　森林環境譲与税を活用した事業実績
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・成果品　パンフレットデータ一式

・木材使用量　4.46㎥（地域産材）

子ども遊技場リニューアル

・木材使用量　1.72㎥（地域産材）

・木材使用量　11.688㎥（地域産材）

・木材使用量　2.754㎥（地域産材）

・木材使用量　10.281㎥（地域産材）

・木材使用量　CLT 0.49㎥（地域産材）

林野面積の推移は、図表８-３-３のとおりである。

林家数や保有山林面積の推移など、本市の林業経営の状況は、図表８-３-４から図表８-３-６

のとおりである。

担い手である林業従事者の減少や人工林の林齢の高まりが顕著な状況にある中、本市の民有林

のうち、人工林率は約70％で、適切な間伐や計画的な主伐などの森林施業が重要な課題となって

いる。

また、担い手不足解消のため、長期的な視野で若い世代へ林業の魅力をアピールすることも必

要である。
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図表８-３-３　林野面積の推移

図表８-３-４　保有山林面積規模別林家数の推移

図表８-３-５　民有林の樹種別・齢級別樹林地面積の推移
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森林の有する多面的機能の維持・増進のため、重視すべき機能に応じた計画的な

造林等の森林整備に対する補助

（令和5年度～）あわせて森林組合管理林道の維持管理に対する補助を実施

森林施業の基礎となる林道開設・改良、地域森林資源調査等の事業を行った森林組合

に対する補助

個人の林業者が行うチェーンソー等の機械器具購入費や、認定林業事業体等が使用

する高性能林業機械のリース料に対する補助

図表８-３-６　林業経営体の推移

１　本市の林業振興事業

本市では、林業を取り巻く厳しい環境に対応してこれまでの政策に加え、森林の有する多面的

機能の維持増進や西条産材の普及促進など時代の変化に合わせた様々な振興策に取り組んでいる。

これまでに実施してきた主要な事業は、図表８-３-７のとおりである。

図表８-３-７　主な林業振興関係の事業
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木質バイオマス燃料である木質ペレットの普及啓発を図ることを目的とした、ペレッ

トストーブの導入に対する補助

西条産材認証制度の証明を受けた西条産材を使用して、新たに木造構造物を建築しよ

うとする者に対する補助

主伐を段階的に導入することで西条産材の増産を図るためのモデルケースとして、

天川寺市有林で主伐・再造林を実施

西条産材を活用した木造施設やCLTを活用した施設の建築に対する補助

（令和５年度〜）あわせて、CLTの利用促進を実施：CLT建築物のPR、展示会への出展等

CLTの利用促進の実施：CLT建築の設計演習、展示会への出展等

放置森林の活性化及び木材利用の促進を図りながら、災害に強い森林づくりを行う

ことを目的に実施する木製ダムの設置と継続調査

荒廃林地内からの土砂流出等により、人家及び農地に被害の及ぶ可能性のある危険

箇所における土砂流出防止の谷止工事や下流水路等の整備工事

山林所有者や移住希望者を対象にした、里山再興フォーラムin西条及び里山再興

ワークショップin西条の開催

森林の有する公益的機能と、それらをより効果的に発揮させるための森林整備につい

ての理解醸成を図るため、小学校で森林環境と林業について学ぶ授業及び体験活動を

実施

市有林の適切な管理を図るため間伐等を実施

・愛媛の森林基金事業

公益財団法人愛媛の森林基金では、緑の募金活動を推進するとともに、緑の募金を財源として、

県下の緑化推進や森林整備を実施しており、本市においても、小学校の緑化活動やアサヒビール

の森づくり活動、地域の巨樹名木の保全等、様々な活動を行っている。

２　林業経営の安定化・担い手対策

森林整備を継続的に実施していくためには、林業の中核的担い手である森林組合や林業事業体

の育成・強化を図る必要がある。そのため、本市では生産性の向上やコスト低減につながる高性
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能林業機械の導入や林業従事者の安定的確保につながる労働環境などの改善に係る事業を支援し、

林業の活性化に努めている。

また、認定林業事業体＊1や意欲と能力のある林業経営者＊2をはじめとする担い手の育成を図

るため、市町村森林経営管理事業により、毎年一定の事業量を確保することで、事業体の計画的

な採用や設備投資を支援するとともに、新たに担い手になろうとしている事業体に対して必要な

支援も実施している。

３　地元産材の活用促進

伐齢期を迎えた市内の森林資源を有効利用するため、本市では製材所や工務店など建築業者の

協力により西条産材認証制度を設けており、西条産材の柱などを使用した住宅等の木造施設又は

ＣＬＴを使用した施設を新たに建築する場合に補助金を交付することで、市内の建築物における

西条産材の活用促進に取り組んでいる。

また、2010（平成22）年５月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する

法律」に基づき、2011（平成23）年度に「西条市公共建築物における木材の利用の促進に関する

方針」を策定し、公共建築物における木材利用を促進している。

2018（平成30）年度には、全国初の原木からＣＬＴ＊3の一貫製造を行う㈱サイプレス・スナ

ダヤの工場が市内で稼働したことから、ＣＬＴの利用が増加するよう、セミナーや現地研修会、

見学会を開催するなど普及・啓発を進めている。代表的なＣＬＴ公共建造物として、西条市子育

て交流センターここてらすこまつ及び西条市西消防署河北出張所がある。

４　森林の多面的機能の維持・回復

本市では、合併直前となる2004（平成16）年９月の台風災害により山間部が甚大な被害を受け

たことから、木材の地産地消のしくみづくりと都市と森の循環的共存システムを構築し、自然災

害に強いまちづくりを目指す「木製都市構想」を掲げた。その一環として、間伐材を活用して

「木製ダム」32基を設置し、山地崩壊の防止対策を進めてきた（３編１章１節、10編３章２節も

参照）。

また、各水系の渓流沿いの放置林の間伐を実施し、森林の保水力の向上を図り、災害に強い山

を作る「水源の森整備事業」や、森林所有者や地域住民等が協力して保全活動を実施する「森

林・山村多面的機能発揮対策事業」などにより、森林の多面的機能の維持・回復に努めている。
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＊1　認定林業事業体 「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の

　事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」（改善計画）を作成し、知事に認定された林業事

　業体。認定林業事業体には様々な支援措置がある。

＊2　意欲と能力のある林業経営者　森林経営管理法第 36 条に基づき都道府県が公募・公表する民間事業者で、経営

　管理を効率的かつ安定的に行う能力と経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有する林業事業体。森林経営

　管理制度において市町村から森林の経営管理の再委託を受託できる。

*3　CLT　Cross Laminated Timber（クロス・ラミネイティド・ティンバー）の略称で、直交集成板と呼ばれる。

　ひき板（ラミナ）を繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料。
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さらに、森林環境譲与税の導入を契機として、森林所有者への経営管理意向調査を行い、所有

者が管理できず林業経営に適さない森林については、行政が主導的に間伐施業による森林整備を

実施するなど、長期的な視点からの森林づくりに努めている。

「森林整備計画」では、林業のための基幹路線について、「自然条件や社会的条件が良好であ

り、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の

優先順位に応じた整備を推進する」としている。

合併後に取り組んできた林道整備事業の状況は図表８-３-８のとおりである。

図表８-３-８　林道整備事業

合併時、本市には旧西条市、新居浜市の森林を施業区域とする新居森林組合と、旧東予市、旧

丹原町、旧小松町域の森林を施業区域とする周桑森林組合が存在していた。

両森林組合は、合併によって生じた市域の一体性と、規模拡大による基盤強化を目的として

2008（平成20）年６月に合併し、本市と新居浜市を施業区域とする「いしづち森林組合」が発足

第８編　産業労働 第３章　林業
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した。同組合は現在、県下で２番目の民有林面積（約44,400ha）を有する森林組合として活動を

行っている。2021（令和３）年には、中間貯木場である円山ウッドヤード*5が本市黒瀬に完成

し、併設された愛媛県森林組合連合会の市場機能とあわせて、流通経費の削減や直送体制の確立

など様々な改革に取り組んでいる。

2024（令和６）年５月末現在で、組合員は2,571人、出資金は２億7,664万円である。提案型集

約化施業の推進、搬出間伐、環境保全などを主な事業としている。

台風や梅雨前線等の豪雨により、本市の林道等の基盤施設が毎年のように被害を受けており、

速やかにその復旧を図っている。

合併後、風水害による林業施設災害復旧事業の実施状況は図表８-３-９のとおりである。

図表８-３-９　林業施設災害復旧事業　
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＊５　円山ウッドヤード　1993（平成５）年に国から旧西条市が譲り受けて整備した円山森林公園について、

　いしづち森林組合及び愛媛県森林組合連合会から敷地の一部をトラックスケールとウッドヤード（貯木場）

　用地として賃借したいとの申出があり、2019（令和元）年に使用を許可した。
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イノシシ、ニホンザル、ニホンジカ、カラスなどの野生鳥獣による農作物への被害は、合併前

から増加傾向にあったが、近年では中山間地域や里山だけでなく住宅地にも出没しており深刻な

問題となっている。

本市では、有害鳥獣対策事業をはじめ各種事業を実施し、侵入防止柵の設置など農林業者向け

の被害防止対策支援や、有害鳥獣の捕獲を担う猟友会の育成・支援に努めており、2010（平成

22）年度から３年毎に、３か年を計画期間とする「西条市鳥獣被害防止計画」を策定し、イノシ

シ、ニホンザル、ニホンジカ、カラスを対象鳥獣として、被害軽減や捕獲頭羽数の目標等を定

め、被害防止対策と鳥獣生息数の適正管理を計画的に進めている。

また、2016・2017（平成28・29）年には、ＩＣＴ機器を使って遠隔監視・遠隔操作ができる大

型箱わな１基を設置してイノシシの捕獲を実施し、総務省行政評価局から発表された事例集「鳥

獣被害対策に関する実態調査－ＩＣＴを活用した対策の条件整備を中心として－」に掲載された。

これまでに実施してきた主要な有害鳥獣対策関係の事業は図表８-３-10、有害鳥獣捕獲頭数等

の推移は図表８-３-11のとおりである。
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図表８-３-10　主要な有害鳥獣対策関係の事業

図表８-３-11　有害鳥獣捕獲頭数等の推移
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１　水産業をめぐる課題と国の動き

我が国の漁業生産量は、1984（昭和59）年の1,282万tをピークとして長期的な減少傾向にあ

り、2022（令和４）年は392万tとピーク時の３分の１以下にまで落ち込んでいる。漁業就業者の

数も、2003（平成15）年の23.8万人から2022（令和４）年は12.3万人とほぼ半減している[1]。

2022（令和４）の平均年齢は56.4歳で、今後は高齢者の引退に伴い漁業就業者数が更に減少する

と予測されている[2]。また、日本近海の海水温は100年間で1.33℃上昇しており、気候変動に伴

う海洋生物の分布域の変化等によって、サンマ、サケ、スルメイカなどの不漁が深刻化している

[3]。

こうした水産業をめぐる様々な課題を背景に、国では「水産政策の改革」の柱として漁業法等

を約70年ぶりに大改正した。同法は2018（平成30）年12月に公布、2020（令和２）年12月に施行

された。科学的な調査・評価に基づく新しい資源管理によって、中長期的に水産資源を維持・回

復させ、水産業の成長産業化を図ろうとするものである。

２　本市の水産業の現状

本市域の水産業は、合併以前から刺網や小型底びき網漁業を主体とした多種多様な魚介類の水

揚げと、広い干潟を活用した海面養殖を行ってきた。

合併により、燧灘の沿岸域と県内最大の干潟域を一体的に有することとなり、この豊かな漁場

を活用した水産業の活性化が期待されている。

しかし、一方で、水産資源の減少や漁業従事者の高齢化、後継者不足など、水産業を取り巻く

環境は厳しい状況にある。これに加えて、魚価の低迷、水産加工施設の未整備といった問題など

から、近年では、産業としての落ち込みが顕著となっており、積極的な振興策が必要となって

いる。

漁業経営体数及び就業者の推移は、図表８-４-１及び８-４-２のとおりである。

合併直前の調査時から2018（平成30）年までの15年間で約３分の１にまで大幅に減少し、高齢

化も進んでおり、後継者不足への対策が大きな課題となっている。
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第１節　水産行政の経緯

第２節　漁業経営の状況・生産状況

＜出典＞

[1]「令和６年度水産白書」水産庁

[2]「漁業センサス」（2003年、2008年、2013年）及び「漁業構造動態調査」（令和元年以降）農林水産省

[3]「海面水温の長期変化傾向（日本近海）」2025年３月５日　気象庁発表
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図表８-４-１　漁業経営体数の推移

図表８-４-２　漁業就業者数の推移

また、図表８-４-３～８-４-５で示すように、漁獲量についても大幅な減少が続いている。水

産資源の確保と漁場環境の保全に早急に取り組んでいく必要がある。

図表８-４-３　漁業種類別漁獲量の推移
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図表８-４-４　魚種別漁獲量の推移

図表８-４-５　養殖魚種別漁獲量の推移

１　漁業支援策

漁業従事者、漁獲量とも減少が続く中、残された漁業経営者の安定化を図るためには、共同利

用施設の整備や漁船・漁具等の近代化を促進するとともに、漁業後継者を育成し、加工・販売活

動、高付加価値化による水産物の地域ブランド産品を推進するなど、水産業環境を活性化する必

要がある。

また、魚食普及活動や観光と連携した取組を行うなど、市民が水産業に関心を持つ機会も創出

していかなければならない。

さらに、水産資源についても、魚介類の種苗放流の継続実施や、藻場づくり、海苔養殖技術向

上により漁獲量・収穫量などの回復を図る必要がある。

本市では、これらの課題や目標に対する取組や支援策を各漁業協同組合と協議しながら進めて

きた。

合併以降、実施してきた主要な事業は図表８-４-６のとおりである。
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旧愛媛県水産試験場購入事業

（西条市内5団体）

図表８-４-６　合併後の主要漁業支援策
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：西条市水産振興対策協議会

冷凍冷蔵庫施設改修：東予地域漁業協同組合連合協議会

２　観光との連携・立て干し網

伝統漁法による地域振興や漁業振興、自然環境との触れ合いなどを目的として、旧東予市では

河原津遠浅海岸で2001（平成13）年度から立て干し網事業を行ってきた。合併後も東予地域漁業

協同組合連合協議会が継続して実施し、市も支援をすることで、遠浅の海に設置された網の中で

魚つかみや潮干狩りが楽しめる水産業イベントとして人気を集めていた。

最盛期には、市内外から約８千人から１万人の参加者があり、市内最大級のイベントとして活

況を呈した。しかし、2008（平成20）年頃からアカエイの増加や自然環境の変化により来場者の

安全確保上の問題が生じたため、2014（平成26）年度をもって、当面の間休止となった。

今後は水産振興や漁業体験など観光に関わる代替事業を検討している。

旧東予市の河原津漁港は、第２種漁港*１として県内の拠点漁港としての役割を果たしてき

た。老朽化が進んでいたこともあり1994（平成６）年度から河原津漁港の改修に着手し、合併後

も継続して実施することで2010（平成22）年度に整備事業が完了した。その後も、泊地の整備や

長寿命化事業などを順次実施することで施設の延命化を図っている。

その他の漁船などの施設については、係留域が港湾区域内に位置することから、県営事業によ

り壬生川地区と西条地区の２か所で小型船だまり施設の整備を進めている。

第８編　産業労働 第４章　水産業

第４節　生産基盤

＊１　第２種漁港　その利用範囲が地元の漁業を主とする第１種漁港より大きく、利用範囲が全国に及ぶ第３漁港に

　属さないもの。
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漁業協同組合（以下「漁協」）に関しては、合併時、沿岸漁協として旧西条市に３漁協（西

条、西条市ひうち、西条市禎瑞）、旧東予市に４漁協（壬生川、河原津、多賀、吉井）の計７漁

協が存在していた。

2009（平成21）年４月に西条漁協と禎瑞漁協が合併して西条市漁協となり、同年５月には多賀

漁協と吉井漁協が解散したことから、その後は市内４漁協が活動してきた。

2020（令和２）年４月に、県内43漁協が合併し、「愛媛県漁協」（ＪＦえひめ）が発足した。

本市の４漁協もこれに属することとなり、現在は、各漁協が県漁協の支所として活動を行って

いる。

内水面漁協としては、合併時、市内に３漁協（加茂川、中山川、大曲川）が存在していた。

2009（平成21）年７月に大曲川漁協が解散し、現在は２漁協がアユ漁、アマゴ漁などの活動を

行っている。

愛媛県中予水産試験場・東予分場は、1975（昭和50）年から、旧東予市河原津の干拓地で魚介

類の増・養殖技術の開発や資源管理などの試験・研究を行ってきた。合併後も同地で研究が続け

られていたが、県の試験研究機関の再編に伴い、2008（平成20）年３月で廃止となった。

本市では、分場跡を水産業の振興研究施設として利用することを計画し、2008（平成20）年４

月に県から無償貸付を受けた。その後、アマモの研究や干物製造などに使用し、更なる活用を検

討するため、2012（平成24）年度に県から購入した。

その後、陸上養殖施設や水産養殖等研究施設としての活用方策を検討し、効果的な活用を模索

している。

第８編　産業労働 第４章　水産業

第５節　漁業関係団体

第６節　中予水産試験場・東予分場の廃止
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１　商工業をめぐる政策の歩みと本市

バブル崩壊後、デフレ不況が続く中、国は産業支援政策として、1995（平成７）年制定の事業

革新法による過剰設備の処理や事業転換の促進、1998（平成10）年の地球温暖化対策推進法に基

づく再生可能エネルギーの研究開発や低炭素投資の促進、1999（平成11）年の産業活力再生特別

措置法による創業・新規事業の開拓支援や研究活動支援、ゼロ金利政策・マイナス金利政策によ

る投資や輸出の促進、2013（平成25）年の産業競争力強化法による規制改革の推進や中小企業の

再生支援などを進めてきた。

商業振興に関しては、2006（平成18）年の改正中心市街地活性化法に基づく中心市街地の商業

施設や商店街等への補助、2009（平成21）年施行の地域商店街活性化法に基づく商店街支援、

2010（平成22）年創設の中小小売商業振興法の認定に基づく高度化資金助成制度などがある。

本市は合併によって、古くから工業用地として開発されてきた旧西条市・旧東予市の海岸部が

一体となり、県内随一の工業都市となった。また、商業については、2004（平成16）年の時点

で、事業所数では県内市町で５番目、年間商品販売額は６番目であった。

2007（平成19）年３月に策定した第１期総合計画では、工業の振興策として、企業誘致・産業

集積の推進、中小企業の振興、地場・伝統産業の振興を、商業の振興策として、商店街の環境づ

くり、経営基盤の強化、中心市街地の活性化、商工会議所・商工会との連携強化を掲げ、その推

進に当たってきた。

2015（平成27）年３月策定の第２期総合計画では、企業活動の活性化（ものづくり産業の振

興）、商業の振興、新規産業の創出を基本構想に掲げ、具体的な事業を進めてきた。

２　商業の状況

本市における小売業、卸売業関係数値の推移は、図表８-５-１のとおりである。

図表８-５-１ 商業事業所数・従業員数・年間商品販売額の推移

第８編　産業労働 第５章　商工業

第５章　商工業

第１節　商工業行政の経緯
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10,543 11,155 11,058 10,444

10,343 11,643

*2 従業者数29人以下は粗付加価値額、30人以上は付加価値額

統計によると2004（平成16）年の商業事業所数は1,526所、従業者数は7,829人、年間商品販売

額は約1,661億円であった。

2021（令和３）年の商業事業所数は922所で約40％も減少している。一方、従業員数も6,213人

で約20％減少しているが、年間商品販売額は約1,687億円と1.6％増加しており、小売業の売場面

積総数も増加している。市内で零細店舗が減少し、店舗の大型化が進んでいるといえる。

また、商業エリアにも変化が見えている。旧市町中心部などにある商店街が低迷する一方、高

速道路の延伸やそのバイパスとなる道路や街路の整備などにより、その周辺にロードサイド型店

舗が出店し、ここ20年で商業の中心地が変化してきた。

従来の商店街が伸び悩み、中小の店舗が減少する中、ロードサイドを中心に、大型スーパー

マーケットやドラッグストアをはじめ、ホームセンター、電気店などの大型店舗が多く出店して

おり、市内での大型店舗の競合が激化している状況にあるといえる。

３　工業の状況

本市における、製造業関係数値の推移は、図表８-５-２のとおりである。

図表８-５-２ 工業事業所数・従業員数・製品出荷額等の推移

本市は四国屈指の工業集積地であり、合併前から製造業を中心に発展し、臨海部を中心に非

鉄、電子部品、鉄鋼、機械、飲料、金属、輸送用機械などの企業が立地している。

製造品出荷額等は、合併直後の2004（平成16）年に約6,519億円であったが、その後、上昇と

下降を繰り返し約7,000～9,000億円で推移する中、直近2023（令和５）年の調査では、約１兆

1,643億円と過去最高額を記録している。

一方、粗付加価値額については、合併後、上昇と下降を繰り返しながら、おおむね横ばいで推

移しており、直近の 2023（令和５）年の調査でも上昇は限定的な状況となっている。

また、国際的な競争激化や産業構造の変化などによる生産施設の海外移転や、国内生産拠点の

集約・再編などの影響もあり、市内の主要企業が本市から撤退するなど、製造業を取り巻く環境

は非常に厳しい状況にあるといえる。

第８編　産業労働 第５章　商工業
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H16〜25

ものづくり中小企業の現状、実態、強み等のヒアリング

調査と検証
知財先進都市支援事業（検証調査） H23～24

１　経営支援・事業創出、補助・融資支援など

「地域活力の源泉は産業にあり」という理念の下、本市では、旧西条市が合併前の1999（平成11）

年に整備した西条市産業情報支援センターを拠点に、第三セクターの㈱西条産業情報支援セン

ター（ＳＩＣＳ）を実行部門として、企業活動に関する各種産業支援施策を実施してきた。地域

産業の活性化への取組が評価され、同センターは、2016（平成28）年に第５回地域産業支援プロ

グラム表彰（イノベーションネットアワード2016）において農林水産大臣賞を受賞した。

現在、同センターは公共施設再編に伴い2022（令和４）年７月に整備した「ひと・夢・未来創

造拠点複合施設」（ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥ）に活動拠点を移したが、引き続き、市内事業所の大

多数を占める中小企業の人材育成・確保、経営基盤の強化等に関わる各種支援策を実施している。

ＳＡＩＪＯ ＢＡＳＥには同センターのほか、西条市市民活動支援センターや移住相談窓口な

どを配置しており、市民の様々なチャレンジ、イノベーション、雇用のバックアップを行ってい

る。ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥは、西条市交流チャレンジ推進グループ（㈱西条産業情報支援セン

ター・ＮＰＯ法人西条まちづくり応援団・㈱ハートネットワーク）が管理・運営を行っている。

本市が、ここ20年間で行ってきた経営支援・事業創出、補助・融資支援等に関する主な事業は

図表８-５-３のとおりである。

図表８-５-３ 経営支援・事業創出、補助・融資支援等に関する事業
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4

２　市場開拓

地域産業における「稼ぐ力」の強化を図るためには、新たな事業展開や国内外における市場開

拓などに積極的に取り組み、競争力を高めていくことが必要である。本市では、国内の都市部で

開催される大型展示会への出展や海外進出、域外企業とのマッチングなどに意欲のある中小企業

に対して各種支援を実施している（海外との交流については、第２編第９章　国際交流も参

照）。

これまで実施してきた主な事業は、図表８-５-４のとおりである。

第８編　産業労働 第５章　商工業
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図表８-５-４ 市場開拓の主な事業

人口減少により地域産業が閉塞化する中、将来の地域活力を維持・増進していくためには、地

域産業を支える人材を育成し、新たなビジネスを生み出す起業家を支援することが必要である。

こうした考えから、本市では合併前の西条市で取り組んできた事業を引き継ぎ、時代のニーズ

に応じて変化させながら、人材育成と企業支援を実施してきた。

本市が、ここ20年間で行ってきた人材育成・起業支援に関する主な事業は図表８-５-５のとお

りである。

図表８-５-５ 人材育成・起業支援の主な事業
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本市では、2016（平成28）年に売却の完了した「東予インダストリアルパーク」や、1995（平

成７）年に埋立工事を完了した「東ひうち」（１号地）などの工業用地を有している。

地域内への企業誘致を進めるため2005（平成17）年３月に「西条市企業立地促進条例」を制定

した。その後も更新を続けて、企業誘致や新規事業創出、雇用促進、工業用水利用促進、脱炭素

取組促進などに企業立地促進奨励金を交付するなど企業の誘致策を進めてきた。

また、海外を含めた企業の誘致競争が激化し企業流出が懸念されるようになってからは、設備

投資や操業環境の向上、事業継続などにも対象を広げ、立地企業の留置対策に努めてきた。

これまでの企業立地促進の主な事業は図表８-５-６、企業立地促進奨励金の交付状況は図表８

-５-７のとおりである。

図表８-５-６ 企業立地促進の主な事業

図表８-５-７ 企業立地促進奨励金交付状況

本市では、旧西条市の東町、紺屋町、中央、栄町、栄町上組、登道の総延長約1,000ｍに及ぶ

六つの商店街によって形成されるエリアを中心市街地として位置付け、2008（平成20）年７月に

「中心市街地活性化基本計画」を策定した。2014（平成26）年まで随時変更認定を行い、衰退や

空洞化が進む中心市街地の活性化を図っている。

このエリアには、市役所などの官公署をはじめ、医療・福祉施設や教育施設、都市公園など、

多くの公共公益施設が分布し、旧西条藩陣屋跡やアクアトピア水系など豊富な歴史・文化・自然

資源を有している。これらを活かした賑わいと回遊性のあるまちづくりを実現するため、国土交

通省のまちづくり交付金事業（現：都市再生整備計画事業）などを活用し、2009（平成21）年に

新図書館整備や道路などの周辺施設整備を行った（詳細は、９編１章４節 都市基盤を参照）。
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これに併せて、地元商店街振興組合が、国等の補助を受けながら商業複合施設や分譲マンショ

ンの整備、アーケード改修などを行い、まちなか居住を進める取組を行っている。

本市では、これら中心市街地の活性化支援をはじめ、合併前から旧市町にある商店街関係団体

や産業文化フェスティバル（現在は終了）などのイベント等に支援を行い、地域商店街の活性化

に取り組んでいる。

これまで実施してきた、商店街などへの各種支援は図表８-５-８のとおりである。

図表８-５-８ 中心市街地活性化・商店街等支援の主な事業

合併当時、本市は「うちぬきの水」をはじめ恵まれた自然環境の中、数多くの優れた農水産品

や観光名所を有しているものの、全国的な知名度は未だ低い状況にあったことから、これら地域

資源を有機的に活用して地域ブランドとして確立し、全国へと周知していくことが求められて

いた。

そのため、2007（平成19）年４月に、当時、東予市で産業学習館として活用していた施設を

「西条市食の創造館」にリニューアルし、西条ブランドの確立や６次産業化を推進する拠点施設

とした。キッチンスタジオや食のインキュベータ室、販売ブースなどを有し、食による地域ブラ

ンドの創出や新たな販路開拓の推進、農商工連携による新商品の開発、地域の野菜ソムリエや農

業関係団体等関係団体と連携した食の情報発信等、地産地消の取組などを行っている。

西条商工会議所でも、国の市町ふるさと雇用再生事業（平成21～23年度）を活用して、西条ブ

ランド化推進プロジェクトを進め、本市の特産品カタログ「きらり★西条」を発行している。
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第６節　産品・ブランド

— ５２０ —



会

これまでに実施してきた、本市の産品・ブランド化への取組は図表８-５-９のとおりである。

図表８-５-９ 産品・ブランド化に関する主な事業

第８編　産業労働 第５章　商工業
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１　西条商工会議所

合併当時、市内には1947（昭和22）年設立の西条商工会議所と、1980（昭和55）年設立の東予

市商工会議所が組織されていた。2007（平成19）年４月１日に四国地方で初めて商工会議所同士

が合併し、新しい西条商工会議所が誕生した。対等合併ではあるが、法手続き上は西条商工会議

所が存続し、東予市商工会議所は解散することになった。

同会議所は、商業、工業、建設、観光アクセス、情報産業の５部会と青年部、女性部で構成さ

れ、各事業所の経営上の諸問題について相談に応じる一方、講演会、経営者の勉強会や従業員の

研修・福利厚生に役立つ活動・会員交流事業・各種検定事業などを行っている。

毎年11月に西条農業高等学校で開催される「西条市産業祭」などの地域のイベントにも協力し

ている。

２　周桑商工会

商工会についても、市合併当時、市内には丹原商工会と小松商工会が組織されていたが、2007

（平成19）年４月１日に合併し、周桑商工会が発足した。

合併に際して、基本理念として、「合併によるスケールメリットを最大限に生かし、丹原町・

小松町でこれまでに培われてきたそれぞれの商工会の良さは承継しつつ、新たな時代の要請や，

多様化、高度化する会員ニーズに的確に対応し、タイムリーに活動できる商工会を創造する」こ

とを挙げている。

また、小松町ふるさと祭り、丹原七夕祭り（現在は終了）などの地域イベントの事務局も務め

ている。

景気の低迷や消費税率引上げの激変緩和などに対する経済対策として、本市でも各種給付金の

給付等を実施してきた。

また、2020（令和２）年１月から新型コロナウイルスが国内で感染拡大し、国民生活や社会経

済が大きな影響を受けたことから、その対応として機動的に数次にわたる給付金の給付等を実施

した。

さらに、2023（令和５）年に新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和される一方で、

ロシアによるウクライナ侵略やガザ・イスラエル紛争、円安などの影響もあり、原油価格や物価

が高騰した。こうした事態を受けて、その対応として給付金の給付などを実施している。

これまで実施している給付金の給付状況は、図表８-５-10のとおりである（新型コロナウイル

ス感染症対策関連については、５編６章にも掲載）。
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第７節　商工業団体

第８節　各種給付金・商品券（経済対策）
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ひとり親世帯臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症により

影響が大きい低所得のひとり親世

帯への支援（全国実施）

89,593

図表８-５-10 各種給付金一覧
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市内の実店舗で多段階評価点3.0以上の対象

家電を購入した市民に対してLOVE SAIJO

ポイントを付与

・対象家電：エアコン、冷蔵庫（冷凍庫含む）、

テレビ、LED照明

・期間：R5.7～R5.12

・ポイント付与：購入額の20％

（上限30,000ポイント）

（上限3,000ポイント/月）

LOVE SAIJO

第８編　産業労働 第５章　商工業
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合併により、本市は石鎚山や瀬戸内海をはじめ、豊かな水資源に代表される自然環境や四国霊

場の札所、温泉、史跡、文化財など、数多くの魅力的な観光資源を一体的に抱えることとなった。

一方、近年は観光の形態や目的が多様化し、従来型のスポット観光から広域的な観光に移行

し、体験型の観光や産業観光といった新しい形態の観光ニーズも生じている。

こうした観光の環境変化に対応するため、2007（平成19）年度に鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪ

Ｏを整備し、2014（平成26）年度には施設を拡張して南館をオープンさせるなど、新たな観光拠

点として集客を図っている。

また、2015（平成27）年には、石鎚国定公園が指定60年を迎えたことを契機に、石鎚山の魅力

発信につながる各種事業を実施した。

2016（平成28）年には、観光振興に関わる各種活動を行っていた西条市観光協会が法人化し、

物産関係の販売も行うことができる一般社団法人西条市観光物産協会が発足した。2017（平成

29）年には愛媛県知事登録旅行業第３種の登録を受け、観光振興体制の強化を図っている。

さらに、2017（平成29）年４月には、広域観光への取組として、久万高原町、高知県いの町、

大川村と連携して石鎚山系連携事業協議会を設立した。翌2018（平成30）年11月には石鎚山系の

観光商品の開発・ＰＲに取り組む第三セクターの新会社㈱ソラヤマいしづちを設立し、広域観光

への足掛かりとしている。

１　鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪＯ

本施設は、2007（平成19）年11月26日にＪＲ伊予西条駅東隣の貨物引き込み線跡地に整備し

た。同エリアは、四国初の本格的な鉄道博物館「四国鉄道文化館」、本市の名誉市民で東海道新

幹線の実現に奔走した十河信二氏の業績を顕彰する「十河信二記念館」、本市の観光情報の発信

拠点「西条市観光交流センター」からなり、中央地区の観光・交流施設群として一体的に運営し

ている。

2014（平成26）年７月20日には、ＪＲ予讃線を挟んだ南側に「四国鉄道文化館・南館」が開館

し、同エリア内に４施設が揃った。南館の開館に伴い、本市とＪＲ四国との間で本市のにぎわい

づくりと四国の鉄道の発展に資することを目的とする「四国鉄道文化館に関する連携協定」を締

結するとともに、2015（平成27）年３月21日からは、ＪＲ伊予西条駅の列車到着メロディとし

て、本市出身の声楽家、秋川雅史氏の代表曲「千の風になって」が流れることになった。

四国鉄道文化館の入館者数の推移は図表８-６-１のとおりである。
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第６章　観光

第１節　観光行政の経緯

第２節　観光資源・施設等
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図表８-６-１　四国鉄道文化館入館者数

(1) 四国鉄道文化館

本施設は、四国初の本格的な鉄道博物館として「公益財団法人日本ナショナルトラスト＊１が

ヘリテイジセンター＊２として建設し、本市が同財団から管理運営を受託している。ヘリテイジ

センターは、地域固有の歴史・文化や自然を活かしたまちづくりの核となる文化施設として位置

付けられている。

日本ナショナルトラストでは、2002（平成14）年度に「水と翠のまち西条の歴史遺産に関する

調査」を実施し、地域の豊富な自然・歴史文化資源を観光資源として活用する提案、並びに日本

の鉄道史上に大きな足跡を残す十河信二氏の遺品及びＪＲ伊予西条駅構内の鉄道遺構の保存活用

についての提案を行った。

これを受けて、本市としても歴史を活かしたまちづくりに積極的に取り組む方針を打ち出し、

日本ナショナルトラストと協力して計画を推進することとなった。ＪＲ伊予西条駅の構内には赤

煉瓦造りの給水塔やカーバイト庫など、多くの歴史的な鉄道施設や構造物が残っている。日本ナ

ショナルトラストやＪＲ四国との連携のもと、これらの貴重な近代化遺産を保存・活用し、交流

人口の拡大や生涯学習の推進等を図る新しいまちづくりの中核をなす施設が四国鉄道文化館で

ある。

2007（平成19）年11月26日に現在の北館を開館した。新居森林組合（現・いしづち森林組合）

の協力により地域産材を多用した木造建築で、館内には1964（昭和39）年の新幹線開業時に登場

した初代０系新幹線や、主に四国で運用されＪＲの「準鉄道記念物＊３」に指定されているＤＦ

50形ディーゼル機関車１号機などを展示している。

2014（平成26）年７月20日には南館が開館し、屋内に“貴婦人”と呼ばれるＣ57形蒸気機関

車、廃車まで一貫して四国で活躍したＤＥ10形ディーゼル機関車１号機などを、屋外には新幹線

と在来線の軌間が走行可能なフリーゲージトレイン第２次試験車両を展示している。また、四国

４県の特徴ある沿線風景を再現した幅7.2m、奥行き2.2mの大型鉄道ジオラマを設置しており、模

型列車の演出運転を行っている。屋外には総延長235mのミニＳＬ用軌道も敷設しており、乗車会

も開催している。

南館オープン1周年を迎えた2015（平成27）年７月20日には、新潟市新津鉄道資料館との姉妹

館協定を締結し、記念イベントを開催した。この協定により、鉄道をテーマとした両館の連携や

展示資料の相互提供などが可能となった。2018（平成30）年７月21日には来場者50万人を達成

した。
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＊１　日本ナショナルトラスト　イギリスの環境保護団体「ザ・ナショナルトラスト」をモデルに、日本のすぐれた

　文化財や自然の風景地などを保全し、利活用しながら次の世代につなげていくことを目的として活動を続けている

　公益財団法人。
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(2) 十河信二記念館

十河信二氏は、第２代西条市長を務めた後、第４代国鉄総裁に就任した。日本の鉄道史上に大

きな足跡を残し、新幹線の生みの親と称され、本市の初代名誉市民となっている。

本館は、その業績と、”雷オヤジ”として親しまれたその人間的な魅力を紹介する記念館とし

て、2005（平成17）年11月26日に開館した（十河氏の業績については、11編５章７節参照）。

本市では2005（平成17）年から、合併記念事業として「新幹線生みの親・十河信二」巡回展を

実施するなど、十河信二先生顕彰事業に取り組んできた。同館は、その事業の一環として企画し

たものである。

十河氏の書斎を再現し、自筆の書やゆかりの品々を数多く展示するほか、玄関前と館内に本市

出身の彫刻家伊藤五百亀氏作の胸像を設置している。同館と四国鉄道文化館共同主催の開館５周

年記念事業として、2012（平成24）年11月28日に同氏が四国の鉄道近代化に果たした役割を再認

識し、四国への整備新幹線導入などを検討するシンポジウムを西条市総合文化会館にて開催した。

(3) 西条市観光交流センター

1933（昭和８）年建造の倉庫を改築した、本市の観光情報発信拠点である。観光・産業の情報

を収集し、発信・案内機能を充実させることによって観光・産業の振興を図り、本市中心部を活

性化させるための施設として、2007（平成19）年11月26日に開館した。観光パンフレットを幅広

く取り揃え、石鎚山や西条まつりを紹介するコーナー、「うちぬき」噴水の試飲コーナーなどを

設けるとともに、市内の特産品や土産物、オリジナルの鉄道グッズなども販売しており、2017

（平成29）年度から指定管理者制度による運営を行っている。

2019（平成31）年２月１日には、㈱ソラヤマいしづちの事務所が同センター内に開設し、オー

プニングセレモニーを行った。

同センターの利用者数の推移は図表８-６-２のとおりである。

図表８-６-２　西条市観光交流センター利用者数
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＊２　ヘリテイジセンター　自然・歴史的環境を守り、活かし、学ぶ拠点としての文化館。一般財団法人日本宝くじ

　協会の助成を受けて日本ナショナルトラストが設置し、地域が主体となって運営され、住民と来訪者の交流の場や

　情報発信拠点として活用されている。現在、全国に９か所あり、四国鉄道文化館は四国で唯一のヘリテイジセンタ

　ーである。

＊３　準鉄道記念物　「鉄道記念物」は日本の鉄道に関する歴史的・文化的に重要な事物等を指定して保存、継承す

　るための制度で、国鉄時代に制定されＪＲ各社に管理が移行された。「準鉄道記念物」は、地方的にみて歴史的文

　化価値の高い事物を支社が指定するもので、鉄道記念物に比べてローカル色が強いことが特徴である。
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49,746

２　本谷温泉館

本谷温泉は、本市河之内の大明神川上流に位置し第34代舒明天皇や第37代斉明天皇が入浴され

たという伝説もあり、松山市の道後温泉、今治市の鈍川温泉と並び「伊予の三湯」と称される名

湯である。アルカリ性単純泉で、美肌、神経痛、筋肉痛などに効能があるとされる。

入浴施設である「本谷温泉館」は、市民の福祉の向上と健康の増進を図るとともに、市の観光

振興に寄与することを目的に東予市時代に整備していたものを合併により引き継いだ。2006（平

成18）年度からは指定管理者制度による運営を行っている。

2016（平成28）年度には浴室を大きくし、エレベーターの設置やトイレの洋式化などバリアフ

リー化を行うなど、約半年の大規模改装を行い、同年12月にリニューアルオープンした。2020

（令和２）年度に新型コロナウイルス感染症拡大の影響で長期休業を余儀なくされたが、2021

（令和３）年１月１日に営業を再開した。

本谷温泉館の入場者数の推移は図表８-６-３のとおりである。

図表８-６-３　本谷温泉館入場者数

３　椿交流館（椿温泉こまつ）

本施設は松山自動車道の石鎚山サービスエリアに隣接し、一般道路だけでなく高速道路からも

アクセスすることが可能な温泉施設である。市民の福祉の増進及び地域交流の促進を図ることを

目的とし、小松町において2003（平成15）年12月に設置していたものを合併により引き継いだ。

2016（平成28）年12月から改修工事を行い、翌年４月１日にリニューアルオープンした。露天

風呂を改修したほか、トレーニングルームを新設して手軽に運動ができるマシン類を導入し、各

種運動教室も開催できるようにした。

隣接する「椿ハウス」には、小松特有の椿をはじめとした、約200種類の椿を栽培しており、

12月から４月頃まで時期に合わせて様々な椿が楽しめる。

なお、老朽化した設備や源泉をくみ上げるポンプなどに多額の修繕費用が見込まれることに加

え、人件費・原油等価格の高騰や新型コロナウイルス感染症の影響による入館者数の減少を鑑

み、2025（令和７）年４月から休館することとなった。

椿交流館の入浴者数の推移は図表８-６-４のとおりである。

図表８-６-４　椿交流館入浴者数
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342,211

４　アウトドアオアシス石鎚

椿交流館に隣接する道の駅「小松オアシス」の「石鎚山ハイウェイオアシス館」が、アウトド

ア活動の促進による地域経済の活性化を進める本市の拠点施設「アウトドアオアシス石鎚」とし

て、2019（令和元）年７月１日にリニューアルオープンした。

石鎚山ハイウェイオアシス館は、1999（平成11）年８月に、合併前の小松町において開館し、

サービスエリアに隣接し、一般道だけではなく高速道路からも利用できる施設として集客を図っ

てきたが、経年劣化等もあり来館者が減少し、新たなにぎわいの創出を求める声が寄せられたこ

とからリニューアルを検討した。

リニューアルに当たり、アウトドアをコンセプトとしたこともあり、以前から石鎚山を使った

活動などで本市との関わりがある国内有数のアウトドア総合ブランド・㈱モンベルと連携して運

営していくこととした。

アウトドアオアシス石鎚は、高さ約６mのクライミングウォールやキャンプサイトを併設し、

登山用品やアウトドアギア・ウエアを取り揃えた約926㎡のモンベルストアのほか、産直市場兼

カフェ「小松おあしす市場」、ビジターセンター、貸会議室なども設置しており、アウトドアに

親しむための無料セミナーも随時開催している。

小松中央公園も含めた石鎚山サービスエリア全体の玄関口として位置付け、本市内のアウトド

ア情報・観光情報の発信基地となっている。

アウトドアオアシス石鎚の来館者数の推移は図表８-６-５のとおりである。

図表８-６-５　アウトドアオアシス石鎚来館者数

５　石鎚ふれあいの里

合併前の西条市で、1990（平成２）年に廃校になった市立高嶺小学校跡に開設した自然体験型

学習施設で、合併により引き継ぎ、現在は指定管理者制度により運営を行っている。

豊かで恵まれた自然環境の中で、レクリエーション、人と人の心の触れ合い、体験学習等を通

して、市民の健康の増進と心豊かな人づくりを図ることを目的とする。ケビン泊とテント泊がで

きる宿泊施設、様々な自然遊びができる設備や道具があり、体験メニューも充実している。団体

研修、懇親会などが行える施設や研修棟もある。

2012（平成24）年に施設前の河川で急激な増水による死亡事故が発生したことを受け、河川で

遊ぶ人たちに警報を伝えるための放送設備や救命器具、注意を喚起する看板を設置した。

2017（平成29）年度には、久万高原町、いの町、大川村と取り組んでいる地域再生計画「石鎚

山系の魅力発信及び持続可能な資源とする事業」において、情報発信などの主要拠点の一つとし

て位置付け、各種事業に取り組んだ。
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2018（平成30）年度には㈱ＪＴＢ中国四国松山支店と契約し、「石鎚ふれあいの里を活用した

人材研修等プログラム開発事業」を実施した。

石鎚ふれあいの里の利用者数の推移は図表８-６-６のとおりである。

図表８-６-６　石鎚ふれあいの里利用者数

６　瓶ヶ森避難小屋

2018（平成30）年４月、石鎚連峰に属する瓶ヶ森（標高1,897m）において、建築後60年以上が

経過し倒壊のおそれがあった旧瓶ヶ森ヒュッテを取り壊し、残した一部に木造平屋建て（ロフト

付き）の避難小屋を整備した。瓶ヶ森ヒュッテは、かつて国体時の県営施設として整備された

が、民間管理に移った後、管理人の死亡等で使用されなくなり、2009（平成21）年度に本市へ施

設等の移譲を受けていた。

悪天候時に一時避難することを目的に設置した施設で、一般の登山客に開放している。隣接し

て、木造平屋建てのバイオトイレ（冬期は凍結するため使用禁止）も設けている。

本市では、観光振興を図るため、石鎚、水、西条まつりなど主要な観光資源に関する情報発信

を行うとともに、鉄道歴史パークなどの施設を活用した市主催イベントを実施している。また、

市民による実行委員会などで実施する観光関連イベントへ補助を行い、市内への集客や市民への

観光資源に対する意識の醸成を図っている。

これまで実施してきた観光振興関連の主な事業は図表８-６-７のとおりである。
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図表８-６-７　観光振興関連の主な事業

第８編　産業労働 第６章　観光

— ５３２ —



観光形態や観光目的の多様化に伴い、これまで市単独で行ってきた観光情報の発信やイベント

の開催を、同じ観光資源を共有する自治体や近隣自治体と連携して広域で実施することが必要と

なっている。

本市では現在、次の自治体間連携を推進している。

１　石鎚山系を核とする連携

本市と久万高原町、高知県いの町、大川村の２県４市町村は、石鎚山から笹ヶ峰にかけて石鎚

山系で接している。点在する観光資源を一体的にＰＲすることで、当該エリアへの長期滞在や消

費拡大を図り、地域経済の活性化につなげていくことを目指して、４市町村が県境を越えて連携

して提出した「石鎚山系の魅力発信及び持続可能な資源とする事業」が、2016（平成28）年に国

の地域再生計画として認定を受けた。

2018（平成30）年には、「四国西部エリア戦略型観光サービス創出事業」を提出し、同じく地

域再生計画に認定された。これを受けて、同年11月に４市町村や関係企業の出資により、第三セ

クターの新会社㈱ソラヤマいしづちを設立し、着地型旅行の企画販売などの事業に取り組んで

いる。

2021（令和３）年には㈱ソラヤマいしづちはクラブツーリズム㈱と、観光における交流人口の

拡大を図ることを目的とした「石鎚山系広域観光におけるテーマ別観光促進のための包括連携協

定」を締結した。

２　東予東部３市による連携

ものづくり産業が集積する東予東部３市（本市、新居浜市、四国中央市）では、産業発展と人

材の確保・育成を図るため、圏域の魅力を県内外に広くＰＲすることを目的として連携を図って

いる。

2019（平成31）年４月から同（令和元）年11月には、県と３市による実行委員会形式で、圏域

振興イベント「えひめさんさん物語」を開催した。

同イベントでは、ものづくり、山、水など、圏域の六つの観光資源を物語仕立てで紹介するコ

アプログラムのほか、関連行事として市民団体や企業が100件のチャレンジプログラムを実施

した。

本市では、2019（令和元）年５月に「工場のおしばい」、８月に「水に浮くまちアートプロ

ジェクト」「うちぬき氷プロジェクト」、９月に「マウンテンアカデミーｉｎ石鎚山」など、

様々なイベントを実施した。また、ものづくりの現場を体感するオープンファクトリーや、意欲

ある住民によるチャレンジプログラムなども展開され、好評を得た。

こうしたイベントがきっかけになり、圏域では各種行政施策の一体的な推進も検討するなど、

広域的連携に対する考え方が深まりつつある。
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愛媛県内の有効求人倍率は、バブル経済の崩壊以降低迷が長引き、合併時はその回復途中に

あった。しかし、2008（平成20）年のリーマン・ショックに端を発した世界同時不況で悪化し、

2009（平成21）年には0.55倍まで落ち込んだ。国の交付金事業などを活用し、景気対策や雇用対

策を積極的に行ったことにより持ち直し、ようやく１倍を回復したのは2014（平成26）年であった。

その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、2019（令和元）年には1.64倍あった倍率は

再び落ち込み、2021（令和３）年には1.28倍になった。本市では新型コロナ経済対策支援室を設

置し、雇用調整関係の各種支援を行った。2023（令和５）年５月に新型コロナウイルスは５類感

染症に移行し、現在はその回復途中にある。

本市では、こうした雇用情勢の動きに対して、国の経済対策や緊急雇用対策を活用するととも

に、本市独自の雇用事業も実施しながら、地域の雇用確保に取り組んでいる。

その一方、企業間・異業種間での情報交流や技術交流、幅広い人材のマッチングを通じて、中

小企業を中心とした雇用環境の改善を支援することで、地域の企業の価値を高め、人も企業も成

長できる環境づくりを目指している。

合併以降の県内の有効求人倍率は、図表８-７-１のとおりである。

図表８-７-１　愛媛県内の有効求人倍率の推移（季節調整値）

前述の世界同時不況の影響による急激な地域雇用情勢悪化に対して、本市では国の交付金事業

である「ふるさと雇用再生事業」や「緊急雇用創出事業」を活用し、離職者などに向けて就業機

会を創出した。

緊急雇用創出事業は、以前から雇用状況が厳しい地域を対象として行っていた事業だが、2008

（平成20）年度から本格的に行うようになった。本市でも、企業の業績悪化による離職者等の生

活支援などを目的として、市や民間企業において短期の就業機会を提供した。同事業は2011（平

成23）年度で終了したが、本市の緊急雇用創出事業などにより、市内大手事業所閉鎖に伴い離職

者が大量に発生した2014（平成26）年度までを含め、延べ595人の雇用を創出した。
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ふるさと雇用再生事業は、2009（平成21）年度から2011（平成23）年度にかけて実施した。新

たな地域産業の創出・支援等による中長期的に安定した雇用の創出を目的とするもので、民間企

業において延べ111人の雇用を創出した。

また、新型コロナウイルス感染症が急激に拡大し雇用情勢に影響が及んだことに伴い、2020

（令和２）から2022（令和４）年度には、中小企業に対して国の雇用調整助成金や緊急雇用安定

助成金の上乗せ補助を行ったほか、2020（令和２）年度は、雇用調整助成金の申請事務に関する

補助を行った（新型コロナウイルス感染症に関する経済対策の詳細は、５編６章 新型コロナウ

イルス感染症を参照）。

これら雇用創出に対する取組の詳細は、図表８-７-２及び８-７-３のとおりである。

図表８-７-２　緊急雇用対策事業等の推移（延べ雇用創出数）

図表８-７-３　緊急地域雇用維持助成事業の推移（交付件数等）

有効求人倍率が上昇する経済回復期にも、求職者の大企業志向が強まる傾向があるため、市内

事業所の大多数を占める中小企業では人材の育成・確保が常に重要課題となっている。

本市では合併時から、合同就職面接会や就職フェアの開催などを開いて、幅広い人材と企業と

のマッチングを図り、市内企業への就職機会の創出を積極的に行ってきた。東予ものづくり３市

など周辺市町と連携した取組も進めている。

これまでの人材確保に関わる取組は、図表８-７-４のとおりである。
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図表８-７-４　人材確保の取組

１　労働者団体

西条地域労働者福祉協議会は、勤労者の福祉増進、経済的・社会的地位の向上を目的に、市内

の各種労働組合で組織されている。合併時は、西条地域（旧西条市）と東予地域（旧東予市、旧

丹原町、旧小松町）でそれぞれ福祉協議会が組織されていたが、2014（平成26）年度に統合した。

西条・周桑地域労働組合連絡協議会は、日本労働組合総連合会（略称・連合）に参加できない

西条・周桑地区における労働組合の結集体として、1992（平成４）年に結成された。愛媛地方労

働組合連合会に属し、合併前からメーデー行事などを中心に活動を行っている。

本市では、勤労者福祉向上の見地から、労働者福祉団体の活動等に対して助成を行っている。

２　西条市雇用対策協議会

西条・周桑地区内の所要労働力の確保、雇用の安定、労務管理の充実・向上を図り、地区内産

業の繁栄に資することを目的とし、関係市町と関係商工団体、事業所などで組織されていた西

条・周桑地区雇用対策協議会を前身とする。合併後は西条商工会議所に所属し、労働条件や雇用

環境などに関する資料の収集・調査・研究、従業員の福利厚生の向上のための諸施策を講じている。

本市ではその活動を支援し、運営に協力している。

３　勤労福祉会館

勤労者相互の親睦や福利厚生を目的に整備された施設で、本市にはかつて西条勤労福祉会館と

東予勤労福祉会館があり、それぞれの財団法人によって所有・管理されていた。しかし、公益法
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人制度改革による新制度への移行に必要な認定基準を満たせないとの判断から、両財団は2013

（平成25）年３月末で解散した。

本市は残余財産となる両施設を無償で譲り受け、旧東予勤労福祉会館は埋蔵文化財整理保存施

設として活用している。旧西条勤労福祉会館施設は用途廃止し、普通財産として管理している。

４　労働金庫

労働金庫は、労働団体や労働者の福利共済活動に関わる金融の円滑化を図る目的で、労働金庫

法に基づいて設立されている。本市は四国労働金庫に対して、預託金を通じて住宅建設資金や教

育資金の融資枠を設定し、労働者に必要な資金調達を支援している。

2024（令和６）年度の預託金は、勤労者住宅建設資金融資１億1,000万円、勤労者教育資金融

資4,000万円となっている。

勤労者融資事業による融資状況は、図表８-７-５のとおりである。

図表８-７-５　勤労者融資事業の推移
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